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サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護療養型医療施設 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビ

リテーション、（介護予防）居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護、（介護予防）福祉

用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【令 3.3.15 厚生労働省告示

第 73 号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【令 3.3.15 厚生労働省告示第 73

号】 
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【 訪問介護 】 

（１）人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数）  

第六条  指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事業を   

行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、

常勤換算方法で、二・五以上とする。  

 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者  

（当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事

業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。）第五条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町

村が定めるものに限る。）に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者（以

下「指定事業者」という。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における

指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。）の数が四十又は

その端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合に

おいて、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法による

ことができる。  

 

３ 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数

による。    

 

４ 第二項前段のサービス提供責任者は、介護福祉士その他規則で定める者であって、専ら指定

訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介

護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。  

 

５ 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス

提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所におい

て、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介

護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごと

に一人以上とすることができる。 

 

６ 指定訪問介護事業者が第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

※ 常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に

換算する方法。 
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○訪問介護員等の員数について（常勤換算方法で２．５以上の配置が必要） 

  下記勤務表の場合、常勤職員である訪問介護員等（サービス提供責任者を含む）の人数に非常

勤の訪問介護員の常勤換算後の員数を足した値が２．５以上であるか計算します。  

☆登録訪問介護員等の勤務延時間数の算定について 

１ 登録訪問介護員等１人当たりの勤務時間数は前年度の週当たりの平均稼働時間（サービス

提供時間及び移動時間）とする。 

２ 登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみ算入

する。 

 

 

【非常勤ヘルパーの常勤換算後の値】 

 非常勤ヘルパーa(８０時間)＋非常勤ヘルパーｂ(４０時間)＝１２０時間 

   １２０時間

÷１６０時間＝

０．７５（③） 

 

 

 

 

○利用者の数について（前３月の平均値） 

・ 暦月ごとの実利用者の数を合算し、３で除して得た数 

・ 通院等乗降介助のみ利用した者は０．１人として計算する 

  

①サービス提供責任者 a １ 

②常勤ヘルパー a １ 

③非常勤ヘルパー a及びｂの常勤換算後の値 ０．７５ 

合計（①＋②＋③） ２．７５ 

例：常勤職員が勤務すべき時間数を１６０とした場合 
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○厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者 

【平成２４年３月１３日厚生労働省告示第１１８号,今回改正；平成３０年３月２２日厚生労働

省告示第７８号】 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七

号)第五条第四項に規定する厚生労働大臣が定める者は次に掲げる者とする。 

一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を

受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した

者 

二 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による

改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に

規定する介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了した者 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五

条第二項に規定するサービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第三十九条の二に規定する共生型訪問介護の 

提供に当たる者に限る。) 

   

 

○サービス提供責任者の配置基準について 

 ① 常勤換算方法を使用しない場合 

  サービス提供責任者は、利用者の数が４０又はその端数を増すごとに１人以上の常勤者の配

置が必要です。 

利用者数 必要数 

４０人以下 常勤１人以上 

４０人超８０人以下 常勤２人以上 

８０人超１２０人以下 常勤３人以上 

１２０人超１６０人以下 常勤４人以上 

 

 ② 常勤換算方法を使用する場合（利用者の数が４０人を超える場合のみ） 

  サービス提供責任者の配置は、次の基準を満たす方法があります。 

 

 ア 常勤換算方法で、利用者数÷４０（小数第一位に切上げ）以上配置すること。 

 イ 非常勤者は、常勤換算で０．５以上の勤務時間がある者に限ること。 

 ウ 利用者の数が４０人超２００人以下の場合、①により計算された数から１を引いた数  

以上の常勤者を配置すること。 

 エ 利用者の数が２００人超の場合、①により計算される数の３分の２（一の位に切上げ）   

以上の常勤者を配置すること。 

利用者数 必要常勤換算数 必要常勤者数 

７０人 ７０÷４０＝１．７５ ⇒ １．８以上 ２－１   ⇒ １人以上 

１１０人 １１０÷４０＝２．７５ ⇒ ２．８以上 ３－１   ⇒ ２人以上 

１５０人 １５０÷４０＝３．７５ ⇒ ３．８以上 ４－１   ⇒ ３人以上 

１９０人 １９０÷４０＝４．７５ ⇒ ４．８以上 ５－１   ⇒ ４人以上 

２３０人 ２３０÷４０＝５．７５ ⇒ ５．８以上 ６×２÷３ ⇒ ４人以上 
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 ○訪問介護員等の資格要件  

配置要件

・常勤換算方法で２.５以上を確保すること

　(サービス提供責任者の員数を含む)

・常勤専従で、利用者の数が４０又はその

　端数を増すごとに１名以上を配置するこ

　と

・上記により、１人以上を超える員数を配

　置しなければならない事業所については

　そのうちの一定の員数につき常勤換算に

　より非常勤職員をもって充てることがで

　きる

　※常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間

　　数の２分の１以上に達していること

　

　

サ

Ⅰ

ビ

ス

提

供

責
任

者

　

訪

問

介

護

員

③介護職員基礎研修課程修了者

④旧１級課程修了者

⑤看護職員(看護師、准看護師、保健師)

資格

①介護福祉士

②実務者研修修了者

④生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型サービスにのみ従事可能)

  ※生活援助従事者については、平成３０年３月３０日付け老振発０３３

　 ０第１号より厚生労働省老健局振興課から通知により、５９時間の研

   修により生活援助中心型サービスにのみ従事可能

①介護福祉士

②実務者研修修了者

③介護職員初任者研修課程修了者等

(平成２５年４月以降、介護職員初任者研修修了者とみなす資格)

　・介護職員基礎研修課程修了者

　・訪問介護員養成研修課程修了者(旧１級課程、旧２級課程)

　・看護職員(看護師、准看護師、保健師)

 

※ 平成３０年３月２２日厚生労働省告示第７８号より、３年以上の実務経験の必要だった介護職

員初任者研修修了者、旧２級課程修了者については、平成３１年３月３１日まではサービス提供

責任者の業務に従事することができたが、同年４月１日より資格要件からはずれたため、注意す

ること。 

 

 

○管理者について 

（管理者）  

第七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定訪問介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができる。 

 

   ☆兼務について（注：指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合のみ） 

 ○ 訪問介護員等（サービス提供責任者含む） 

 ○ デイサービスの管理者（基本は管理業務のみ） 

 △ 居宅のケアマネ（利用者数や状況次第だが基本的には不可） 

＊一人ケアマネの場合の兼務は不可 

 
原則：常勤であり、かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者とする。 
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（２）設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第八条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設

けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。     

２ 指定訪問介護事業者が第六条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

※  指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を 

設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される 

場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がさ

れていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に

特定されていれば足りるものとする。 

※  事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを  

確保するものとする。 

※  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。  

特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、  

他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の  

事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設

備及び備品等を使用することができるものとする。 

 なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している   

必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。 

 

 

（３）運営に関する基準 抜粋 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第十七条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規

定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を

提供しなければならない。 

 

（サービスの提供の記録） 

第二十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日 

及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した

書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に

より、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

（訪問介護計画の作成） 

第二十五条 サービス提供責任者（第六条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の条及び第二十九条第三項において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま
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えて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

訪問介護計画を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って 

作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

５ サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。 

 

（運営規程）※七は令和６年３月３１日まで努力義務 

第三十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 

八 その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 

第三十二条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定

訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員

等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

４ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

 

（業務継続計画の策定等）※令和６年３月３１日まで努力義務 

第三十二条の二 指定訪問介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定訪問介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 
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（衛生管理等）※３については令和６年３月３１日まで努力義務 

第三十三条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努

めなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うものを含む。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果につい

て、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

（掲示） 

第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、第三十条に規定す

る重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

 

（地域との連携等） 

第三十九条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関

する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市

町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

（虐待の防止）※令和６年３月３１日まで努力義務 

第四十条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲

げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うものを含む。）を定期的に開催するとともに、その結果について、訪

問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

四 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（記録の整備） 

第四十二条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 
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２ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 

 一 訪問介護計画 

 二 第二十条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 三 第二十七条に規定する市町村への通知に係る記録 

 四 第三十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

 五 第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

 

（４）加算 抜粋 

○ 同一建物減算 

① 指定訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②に

該当する場合を除く。）に対しては、１０％の減算となる。 

※ 同一敷地内、隣接する敷地内の建物とは、一体的な建築物として、当該建物の１階部分

に指定訪問介護事業所がある場合や、渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内、

隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで

隣接する場合などが該当する。 

② ①の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人以上の場合につい

て、１５％の減算となる。 

③ ①以外の範囲に所在する建物で当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上

の場合は、１０％の減算となる。 

 
Ｑ＆Ａ（同一建物減算） 

○月途中の入居・退居 

月の途中に集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月

の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

 (答) 集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日ま

での間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

  

○同一建物に居住する利用者が１月あたり２０人以上である場合の利用者数「同一建物に居住

する利用者が１月あたり２０人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指す

のか。 

 (答) この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者の

うち、該当する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、当該月において

訪問介護費の算定がなかった者を除く。） 

 

○２０人以上居住する建物の場合、旧指定介護予防訪問介護(現：総合事業)と一体的な運営を

している場合、旧指定介護予防訪問介護の利用者を含めて計算することと記載されているが、

５０人以上居住する建物の場合の定義には、その記載がないが旧指定介護予防訪問介護の利

用者数は含めないと解釈していいか。 

（答） 貴見のとおりである。 

 

○ 特定事業所加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問

介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、   



9 

１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所加算（Ⅲ）及び特定

事業所加算（Ⅴ）を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１） 特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の１００分の２０に相当する単位数 

（２） 特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の１００分の１０に相当する単位数 

（３） 特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の１００分の１０に相当する単位数 

（４） 特定事業所加算（Ⅳ）所定単位数の１００分の５に相当する単位数 

（５） 特定事業所加算（Ⅴ）所定単位数の１００分の３に相当する単位数 

 

【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・三 

イ 特定事業所加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等（登録型の訪問介護員等（あらかじめ指定訪問

介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者

の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。）を含む。以下同じ。）に対し、

訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）

を実施又は実施を予定していること。 

（２） 次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。 

（一） 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定

訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催す

ること。 

（二） 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪

問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書

等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪

問介護員等から適宜報告を受けること。 

（３） 当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施するこ

と。 

（４） 指定居宅サービス等基準第二十九条第六号に規定する緊急時等における対応方法が利用者

に明示されていること。 

（５） 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が１００分

の３０以上又は介護福祉士、実務者研修修了者並びに介護職員基礎研修課程修了者及び１級

課程修了者の定める割合が１００分の５０以上であること。 

（６） 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護

福祉士又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程

修了者若しくは１級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス等基準第５条第２項

により１人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常

勤のサービス提供責任者を２名以上配置していること。 

（７） 前年度又は算定日が属する月の前３月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が

要介護４及び要介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士施行

規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者（当該事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附

則第２７条第１項の登録を受けている場合に限る。）の占める割合が１００分の２０以上で

あること。 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 

イの（１）から（４）までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、（５）又は（６）のいずれ

かに適合すること。 
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ハ 特定事業所加算（Ⅲ） 

イの（１）から（４）まで及び（７）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ニ 特定事業所加算（Ⅳ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） イの（２）から（４）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修

計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定し

ていること。 

（３） 指定居宅サービス等基準第５条第２項の規定により配置することとされている常勤のサー

ビス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事業所であって、同項の規定により配置すること

とされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る

数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置していること。 

（４） 前年度又は算定日が属する月の前３月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が

要介護３、要介護４又は要介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しく

は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護

福祉法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が１００分の６０以

上であること。 

ホ 特定事業所加算（Ⅴ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） イの（１）から（４）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が

１００分の３０以上であること。 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 
① 体制要件 
イ 計画的な研修の実施 

   厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号。以下「大臣基準告示」とい
う。）第三号イ（１）の「訪問介護員等ごとに研修計画を作成」又は同号ニ（２）の「サービス
提供責任者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上
のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護
員等又はサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を
定めた計画を策定しなければならない。 

ロ 会議の定期的開催 
   同号イ（２）（一）の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝

達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サー
ビス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪
問介護員等すべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に
会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催す
ることで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、
「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

   また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能
な機能をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委
員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 
   同号イ（２）（二）の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは

少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 
  ・利用者のＡＤＬや意欲 
  ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 
  ・家族を含む環境 
  ・前回のサービス提供時の状況 
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  ・その他サービス提供に当たって必要な事項 
   なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載する

ことで足りるものとし、１日のうち、同一の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合
であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及
びサービス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。 

   また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサー
ビス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を
受けることも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、
訪問介護員等の間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の
際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 

   同号イ（２）（二）の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法の
ほか、ＦＡＸ、メール等によることも可能である。 

また、同号イ（２）（二）の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容につ
いて、サービス提供責任者は、文書（電磁的記録を含む。）にて記録を保存しなければならない。 

ニ 定期健康診断の実施 
   同号イ（３）の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付け

られた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに
１回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合に
あっては、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもっ
て足りるものとする。 

ホ 緊急時における対応方法の明示 
   同号イ（４）の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡

先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付す
べき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。 

② 人材要件 
イ 訪問介護員等要件 

   第三号イ（５）の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程
修了者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たり
の実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。ただし、
生活援助従事者研修修了者については、０．５を乗じて算出するものとする。 

   なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了
者とは、各月の前月の末時点で資格を取得している又は研修課程を修了している者とすること。 

   また、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされ
ていたことから、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

ロ サービス提供責任者要件 
   同号イ（６）の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設

を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修終了前の従事期
間も含めるものとする。 

   なお、同号イ（６）ただし書きについては、指定居宅サービス基準第５条第２項の規定により
常勤のサービス提供責任者を２人配置することとされている事業所については、同項ただし書き
により常勤のサービス提供責任者を１人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で
必要とされる員数配置することで基準をみたすことになるが、本要件を満たすためには、常勤の
サービス提供責任者を２人以上配置しなければならないとしているものである。 

   また、同号ニ（３）については、指定居宅サービス等基準第５条第２項の規定により配置され
ることとされている常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事業所であって、基準
により配置することとされている常勤のサービス提供責任者の数（サービス提供責任者の配置に
ついて、常勤換算方法を採用する事業所を除く。）を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１
人以上配置しなければならないこととしているものである。 

   看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除することが可能とされていた
ことから、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

ハ 勤続年数要件 
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  ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、  
令和３年４月における勤続年数７年以上の者とは、令和３年３月３１日時点で勤続年数が７年
以上である者をいう。 

  ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する
他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職
員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

  ｃ 第三号ホ（２）の訪問介護員等の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属
する月の前３月の１月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて
算出するものとする。 

③ 重度要介護者等対応要件 
  第三号イ（７）の要介護４及び要介護５である者又は同号ニ（４）の要介護３、要介護４又は要
介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護
を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６１年厚生省令第
４９号）第１条各号に掲げる行為を必要とする者の割合については、前年度（３月を除く。）又は
届出日の属する月の前３月の１月あたりの実績の平均について、利用実人員又は訪問回数を用いて
算定するものとする。なお、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はМに該当す
る利用者を、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者」と
は、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう
又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養）の行為を必要とする利用者を指すものとする。また、
本要件に係る割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事業所は、社
会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等の業務を
行うための登録を受けているものに限られること。 

④ 割合の計算方法 
  ②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。 
 イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 
 ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３

月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならならい。 
   また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合につい

ては、直ちに加算が算定されなくなる旨の届出を提出しなければならない。 
 

 

○ 介護職員処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているもの

として都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、所定単位数に加算する。ただし、いずれかの

介護職員処遇改善加算を算定している場合においては、その他の区分の介護職員処遇改善加算は

算定しない。 

内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護

職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」〔令和５年３月１日付け老発０３０１第２号〕）を参照すること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・四 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用

の見込額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下

同じ。）が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、

当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 
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（２） 指定訪問介護事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間

及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書

を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第

二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市又

は中核市の市長。第三十五号及び第六十六号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。 

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪

化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準

（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について

都道府県知事に届け出ること。 

（４） 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を

都道府県知事に報告すること。 

（５） 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第

百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用保険法（昭和四十九

年法律第百十六号）その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていな

いこと。 

（６） 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法

律（昭和四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）

の納付が適正に行われていること。 

（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一） 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関する

ものを含む。）を定めていること。 

（二） （一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（三） 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又

は研修の機会を確保していること。 

（四） （三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五） 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定

期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

（六） （五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８） （２）の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関

するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に

周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イ（１）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（６）まで及び（８）に掲げる基準に適合すること。 

（２） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一） 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関す

るものを含む。）を定めていること。 

ｂ aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二） 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施
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又は研修の機会を確保していること。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知していること 

 

○ 介護職員等特定処遇改善加算 

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、所定単位数に加算する。ただし、いずれかの介護職員等特定処遇改

善加算を算定している場合においては、その他の区分の介護職員等特定処遇改善加算は算定し

ない。 

 内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介

護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」〔令和５年３月１日付け老発０３０１第２号〕）を参照すること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・四のニ 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、

賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

（一） 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者（以下「経験・

技能のある介護職員」という。）のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額

八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、

介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該

賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

（二） 指定訪問介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の

見込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する

費用の見込額の平均を上回っていること。 

（三） 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額

の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であ

ること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技能のある介護

職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

（四） 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らない

こと。 

（２） 当該指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及

び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処

遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

（３） 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経

営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職

員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その

内容について都道府県知事に届け出ること。 

（４） 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関す

る実績を都道府県知事に報告すること。 

（５） 訪問介護費における特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれかを届け出ていること。 

（６） 訪問介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定して

いること。 

（７） （２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関する
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ものを除く。以下この号において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額

を全ての職員に周知していること。 

（８） （７）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により

公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  

イ（１）から（４）まで及び（６）から（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

○ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合は、所

定単位数に加算する。 

内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介

護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」〔令和５年３月１日付け老発０３０１第２号〕）を参照すること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・四の三 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等

ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそれぞ

れについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又は決まって毎月支払

われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて

いること。 

ロ 指定訪問介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施

方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベースアップ等

支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職

員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容

について都道府県知事に届け出ること。 

ニ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する

実績を都道府県知事に報告すること。 

ホ 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定している

こと。 

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての

職員に周知していること。 


